
㈱江東微生物研究所　環境衛生事業部いわき

〒970-1144　いわき市好間工業団地4-18

FAX番号：0246-36-7142

　　　　　　※郵送の場合、申込書の郵便料金は申込者の負担とします。

　　　　　　※FAX送信後は、☎0246-36-7131へ到着の確認をしてください。

　　　　　　※電話によるお申込みは、受け付けておりません。

採水及び結果の問い合わせ ㈱江東微生物研究所　環境衛生事業部いわき ☎0246-36-7131

申込みについての問い合わせ 双葉地方水道企業団　施設課浄水係 ☎0240-25-5341

申 込 者 現 住 所
(報告書送付先 )

連 絡 先
( 電 話 番 号 )

※申込者には「ふりがな」をふってください。現住所は地番、アパート名等まで正確に記載してください。

切り取り線

(申込日　令和　　　年　　　月　　　日）

項　目 記　　　入　　　欄

申 込 者
ふりがな (ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（自宅：　　　　　　　　　　‐　　　　　　　　　　‐　　　　　　　　　　）

　（携帯：　　　　　　　　　　‐　　　　　　　　　　‐　　　　　　　　　　）

郵便番号（　　　　　　‐　　　　　　　　）

水道水の放射性物質測定検査申込書

公表では個人名は記載しないなど、個人情報の保護に配慮します。

※ 問い合わせ先（土日・祝日を除く平日の午前9時から午後5時まで）

なお、結果は地区ごとに集計し、企業団のホームページ等で公表します。

ださい。また、申込多数のときは、採水の連絡までに日数がかかる場合があります。

7 検 査 結 果 検査結果については、検査受託業者が申し込みをされた方に後日郵送でお送りします。

なお、必ずしもご希望の日程に添えない場合がありますので、あらかじめご了承く

採水の連絡 お申し込みをいただきましたら、後日、採水日時等の調整のため検査受託業者から

②郵送申込

③FAX申込

申 込 期 間 令和６年６月３日(月)～令和７年２月２８日(金)　　午前９時～午後５時

現在水道を開栓している世帯。(原則として1世帯につき1回)

水道を使用されていないお客様は、あらかじめ水道の使用開始のお手続きが

1 対 象 者

必要となりますので企業団へご連絡ください。

(使用者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　)

水道使用場所 双葉郡

ご家庭の蛇口から出る水道水の放射性物質検査を行います

　　検査を希望される方は、下記によりお申し込みください。

①検査受託業者

なお、水道水の採取及び検査については検査受託業者にて行います。

4 申 込 方 法 申込書に必要事項を記載のうえ、企業団の検査受託業者へお申し込みください。

2 検 査 項 目 放射性核種濃度測定　：　ヨウ素131、セシウム134、セシウム137

　　現在水道をご使用されているお客様を対象に、水道水を安心してお使いいただくために、ご家庭の

　蛇口から出る水道水の放射性物質検査を行います。

3 検 査 費 用 無償（双葉地方水道企業団にて負担いたします。）

・

・

6

5

ご連絡させていただきます。原則として申込者の立会いが必要となります。

ご家庭の蛇口から出る水道水の放射性物質検査を行います


